
別紙様式第11の2（昭32蔵令43・追加、昭34蔵令91・旧別紙様式第11の2繰下・一部改正、昭37蔵令25・昭59蔵令7・昭63蔵令54・平元蔵令43・一部改正、平9蔵令58・旧別紙様式第11の5繰上、平12蔵令69・平29財令22・令元財令1・令3財令34・一部改正）令和年月日財務大臣殿住所届出者氏名（名称）表示方法届出書酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令第8条の3第1項（第2項）の規定により、下記のとおり酒類の品目の表示方法について届け出ます。記1表示方法2届出者が酒類製造業者（酒類販売業者）であるときは、その製造場（引取先、詰替の場所）の所在地3届出者が酒類製造業者（酒類販売業者）の直接又は間接に構成する団体であるときは、その酒類製造業者（酒類販売業者）の氏名（名称）及び製造場（引取先、詰替の場所）の所在地  


